
公益社団法人砥粒加工学会著作権規程 
 

平成 25 年 2 月 8 日 理事会制定 
 
第 1 条（目的） 
 本規程は，公益社団法人砥粒加工学会（以下「本会」という．）と著作者が，本会の活動を介し

て著作した著作物の権利帰属を明確にし，もって，本会における研究活動を振興し，学術・技術

の発展に寄与するとともに，本会および著作者の正当な知的資産としての権利を保護することを

目的とする． 
 
第 2 条（著作物の定義） 
 本規程における著作物（以下「本著作物」という）とは，本会を介して情報発信されるすべて

の種類の著作物であって，附表 1 に例示するものを指し，著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第

10 条が定めるところの著作物と同一の意味を有する． 
 
2 本著作物の著作権を第 4 条第 4 項に規定する保護の期間保護するため，著作物の表現法・伝達

法・配信法ならびに物理的な記録法は問わず，かつ現在および将来のすべての情報発信方法を網

羅する． 
 
第 3 条（著作権の対象および範囲） 
 本著作物の著作権（以下「本著作権」という）は，国内においては著作権法（昭和 45 年法律第

48 号）が定める著作物の著作権の取り扱いと同一とする．また国外においては，ベルヌ条約、パ

リ条約，著作権に関する世界知的所有権機関条約（WIPO 著作権条約），万国著作権条約その他の

条約に基づき，それぞれの国内法が定める著作物の著作権の取り扱いと同一とする． 
 
第 4 条（著作権の帰属および管理） 
 本著作権のうち，複製権，翻案権および翻訳権は，原則として本会に帰属するが，申し出があ

れば本会と著作者とで協議のうえ帰属を決定する． 
 
2 本著作権は，本会がその管理を行う． 
 
3  本著作権は，理事会の議決に基づき，あらゆる手段による譲渡または法の作用によって，そ

の全部または一部を移転することができる 
 
4 本会が専有する著作権の保護期間は，著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 53 条（団体名義

の著作物の保護期間）に基づき，著作物の公表後 50 年を経過するまでの間，存続する． 
 
第 5 条（著作権の許諾） 
本著作権を利用する場合は，本会の許諾を必要とする． 

 
2 著作者が著作者自身の著作物の全文，または一部を複製，翻案，翻訳する場合は，本会は異議

の申し立てなどの妨げをしない．ただし，著作者自身でも，出版された著作物全文を複製の形で

そのまま他の著作物に利用する場合は，事前に本会に文書で申し出を行い，出所を明示すること

を原則とする． 
 



第 6 条（著作権の適用） 
第 4 条は既に本会が出版した著作物についてもこれを適用する． 

 
第 7 条（著者の責任） 
本会が発行する著作物の内容については著作者自身が責任を負うものであり，当該著作物につ

いて著作権侵害，名誉棄損，またはその他の紛争を生じた場合は，当該著作者は本会に対し何ら

の迷惑もかけず，また当該紛争によって本会に損害が生じた場合は，本会に対して当該損害を補

てんするものとする． 
 
2 その他著作権に関する紛争が生じた場合，本会はその責を負わないものとする． 
 
 
（附則） 
1. 本規程は，平成 25 年 2 月 8 日の理事会で制定され、平成 25 年 4 月 1 日から施行する． 
2. 本規程の改廃は，出版部会の発議に基づいて理事会において決定する． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



附表１ 本会が作成し管理する著作物の例 
媒体 著作物の種類 

印刷物（紙媒体） (1) 会誌掲載の論文および記事（寄書、資料、討論、展望、解説、講義、

分科会報告、談話室、文献紹介、提言、随想、会報、会告など） 
(2) 講習会資料 
(3) 講演論文集（ABTEC、ATF），シンポジウム資料 
(4) 砥粒加工研究会誌 
(5) 砥粒加工研究会英文誌 
(6) 本会主催の国際会議論文集 
(7) 分科会・専門委員会が刊行する印刷物 
(8) 本会出版部会が発行する便覧・書籍・単行本、用語辞典など 
(9) 各種委員会文書類 
(10) 単発の広告・チラシ 
(11) その他 

電子情報による著

作物（CD-ROM 媒

体によらずオンラ

イン形式も含む） 

(1) 学会が管理するあらゆる種類のデータベース 
(2) ウェブページ（ホームページ）のコンテンツ 
(3) メール配信などによるニュース、広告、チラシ 
(4) 学会活動で製作したソフトウェアプログラム 
(5) 電子図書 
(6) プレゼンテーション資料 
(7) 電子版の講演論文集、シンポジウム資料、講習会資料、報告書、会

議議事録、記念資料など 
(8) 映像・音声・動画・静止画など 
(9) その他 

その他 その他の情報発信法により可能となるすべての情報 
 
 


